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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池が複数直列に接続された組電池を制御する組電池制御システムであって、
　前記組電池を充電する充電手段と、
　前記二次電池を前記組電池から切り離す切離手段と、
　前記各二次電池に設けられ、該当する二次電池の充電電圧が所定の電圧に達した場合に
、該二次電池をバイパス放電させるバイパス回路と、
前記各二次電池の電圧または温度の少なくとも一方を含む電池状態を監視し、前記各二次
電池の電池状態に基づいて前記充電手段および前記各切離手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記二次電池の電池状態が所定の異常状態に達した場合に、該二次電
池を前記切離手段によって切り離すとともに、充電中の場合には前記切り離した二次電池
の数に応じて前記充電手段の出力電圧を調整する、
ことを特徴とする組電池制御システム。
【請求項２】
　前記組電池が複数並列に接続されている場合、
　前記制御手段は、一部の組電池の二次電池の電池状態が所定の異常状態に達した場合に
、該二次電池を前記切離手段によって切り離すとともに、切り離した二次電池の数と同じ
数の二次電池を他の組電池から前記切離手段によって切り離す、
ことを特徴とする請求項１に記載の組電池制御システム。
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【請求項３】
　前記切離手段は、複数の前記二次電池ごとに設けられている、
ことを特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の組電池制御システム。
【請求項４】
　二次電池が複数直列に接続された組電池を制御する組電池制御方法であって、
　前記二次電池を前記組電池から切り離し可能に接続し、
　前記各二次電池の電圧または温度の少なくとも一方を含む電池状態を監視し、
　前記二次電池の充電電圧が所定の電圧に達した場合に、該二次電池をバイパス放電させ
、
　前記二次電池の電池状態が所定の異常状態に達した場合に、該二次電池を前記組電池か
ら切り離すとともに、充電中の場合には前記切り離した二次電池の数に応じて、前記組電
池を充電する充電手段の出力電圧を調整する、
ことを特徴とする組電池制御方法。
【請求項５】
　前記組電池が複数並列に接続されている場合、
　一部の組電池の二次電池の電池状態が所定の異常状態に達した場合に、該二次電池を該
組電池から切り離すとともに、切り離した二次電池の数と同じ数の二次電池を他の組電池
から切り離す、
ことを特徴とする請求項４に記載の組電池制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、二次電池を複数直列に接続した組電池の充放電を制御する、組電池制御シ
ステムおよび組電池制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、リチウムイオン二次電池は、エネルギー密度が高い、自己放電量が少ない、な
どという利点を有し、これまで、携帯電話やラップトップパソコン等の小型電子機器用の
電源として使用されてきた。さらに、近年では、電気自動車用電池として有力視されてお
り、産業用のバックアップ電池としての用途も広がりつつある。使用に当たっては、使用
目的に応じた電圧や容量を得るために、単電池であるリチウムイオンセルを複数直列に接
続して組電池を構成したり、さらに、それらの組電池を並列に接続して使用したりする場
合がある。
【０００３】
　このような組電池を充電する場合、各リチウムイオンセルの電圧にバラツキが生じる場
合がある。すなわち、一部のリチウムイオンセルの充電電圧が高く過充電状態となり、他
の一部のリチウムイオンセルでは充電電圧が低い充電不足状態（満充電に至らない状態）
となる場合がある。このため、バラツキをなくして各リチウムイオンセルを適正に充電す
るために、バイパス回路（抵抗）を設ける技術が知られている（例えば、特許文献１参照
。）。この技術では、直列に接続された各リチウムイオンセルにバイパス回路が設けられ
、充電時に、あるリチウムイオンセルの電圧が適正な充電電圧範囲（許容充電電圧範囲）
の上限を超えた場合に、このセルに対応するバイパス回路によって、このセルへの充電電
流をバイパスし、かつこのセルを放電（バイパス放電）させる。これにより、充電電圧が
高いリチウムイオンセルの電圧を下げ、電圧が低いリチウムイオンセルの充電を促進する
、というものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－０６４９４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記のようなバイパス放電を行ったとしても、組電池のなかには、短絡や異
常低電圧などの異常事象を有するセルが存在する場合があり、このような異常セルが存在
すると、組電池全体の放電容量が低下してしまう場合がある。すなわち、放電中にいずれ
かのセルの電圧が放電終止電圧（放電を終了すべき電圧）に達した場合、その後も放電を
継続すると過放電状態となり、異常加熱などが生じるおそれがある。このため、放電中に
異常セルの電圧が早期に放電終止電圧に達した場合、他の健全なセルの電圧が放電終止電
圧に達していないにもかかわらず、組電池全体の放電を終了しなければならず、放電容量
が低下してしまう場合がある。
【０００６】
　例えば、バックアップ用の組電池の場合、異常セルの電圧が放電終止電圧に達した時点
で、組電池を系統から切り離さなければならず、バックアップ時間が著しく短縮されてし
まう。殊に、１組の組電池しか設置されていない場合には、単なる１個のセルの異常によ
って、バックアップ機能が失われ、設備の運用に大きな支障をきたすことになる。
【０００７】
　そこでこの発明は、異常な二次電池が存在する場合であっても、組電池全体の放電容量
が低下するのを抑制することが可能な組電池制御システムおよび組電池制御方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、二次電池が複数直列に接続された
組電池を制御する組電池制御システムであって、前記組電池を充電する充電手段と、前記
二次電池を前記組電池から切り離す切離手段と、前記各二次電池に設けられ、該当する二
次電池の充電電圧が所定の電圧に達した場合に、該二次電池をバイパス放電させるバイパ
ス回路と、前記各二次電池の電圧または温度の少なくとも一方を含む電池状態を監視し、
前記各二次電池の電池状態に基づいて前記充電手段および前記各切離手段を制御する制御
手段と、を備え、前記制御手段は、前記二次電池の電池状態が所定の異常状態に達した場
合に、該二次電池を前記切離手段によって切り離すとともに、充電中の場合には前記切り
離した二次電池の数に応じて前記充電手段の出力電圧を調整する、ことを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、二次電池の電池状態が所定の異常状態になると、この二次電池が切
離手段によって組電池から切り離されるとともに、充電中の場合には、切り離された二次
電池の数に応じて充電手段の出力電圧が調整される。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の組電池制御システムにおいて、前記組電池
が複数並列に接続されている場合、前記制御手段は、一部の組電池の二次電池の電池状態
が所定の異常状態に達した場合に、該二次電池を前記切離手段によって切り離すとともに
、切り離した二次電池の数と同じ数の二次電池を他の組電池から前記切離手段によって切
り離す、ことを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、ある組電池の二次電池の電池状態が所定の異常状態になると、この
二次電池がこの組電池から切り離されるとともに、切り離された二次電池の数と同じ数の
二次電池が他の組電池から切り離される。すなわち、並列に接続されているすべての組電
池において、接続されている二次電池の数が同数となる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の組電池制御システムにおいて、前
記切離手段は、複数の前記二次電池ごとに設けられている、ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、二次電池が複数直列に接続された組電池を制御する組電池制



(4) JP 5916429 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

御方法であって、前記二次電池を前記組電池から切り離し可能に接続し、前記各二次電池
の電圧または温度の少なくとも一方を含む電池状態を監視し、前記二次電池の充電電圧が
所定の電圧に達した場合に、該二次電池をバイパス放電させ、前記二次電池の電池状態が
所定の異常状態に達した場合に、該二次電池を前記組電池から切り離すとともに、充電中
の場合には前記切り離した二次電池の数に応じて、前記組電池を充電する充電手段の出力
電圧を調整する、ことを特徴とする。
 
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の組電池制御方法において、前記組電池が複
数並列に接続されている場合、一部の組電池の二次電池の電池状態が所定の異常状態に達
した場合に、該二次電池を該組電池から切り離すとともに、切り離した二次電池の数と同
じ数の二次電池を他の組電池から切り離す、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１、４に記載の発明によれば、二次電池の電池状態が所定の異常状態になると、
この二次電池が組電池から切り離されるため、異常な二次電池が早期に放電終止電圧に達
するために組電池全体の放電を終了しなければならない、という事態を回避することがで
きる。つまり、異常な二次電池が存在する場合であっても、組電池全体の放電容量の極端
な低下を抑制することが可能となる。しかも、充電中の場合には、切り離された二次電池
の数に応じて充電手段の出力電圧が調整されるため、接続されている二次電池の数に応じ
た適正な充電電圧で組電池全体を継続して使用することが可能となる。
【００１６】
　請求項２、５に記載の発明によれば、組電池が複数並列に接続されている場合には、す
べての組電池において接続されている二次電池の数が同数となるように、二次電池が切り
離されるため、組電池間における電圧バランスが保たれる。この結果、組電池間で電流の
流れ込みが生じることがなく、複数の組電池を適正に充放電することが可能となる。
【００１７】
　請求項３に記載の発明によれば、複数の二次電池ごとに切離手段が設けられているため
、各二次電池に切離手段を設ける場合に比べて切離手段の配設数が少なく、信頼性が向上
するとともに、システムの簡素化・簡易化および低コスト化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る組電池制御システムを、１組の組電池を備えた直
流電源システムに適用した状態を示す概略構成図である。
【図２】図１のシステムによる整流器の出力電圧と充電電流との変化を示す図である。
【図３】図１のシステムによる組電池の放電特性などを示す図である。
【図４】図１のシステムにおけるリチウムイオンセルの放電特性例を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態２に係る組電池制御システムを、３組の組電池を備えた直
流電源システムに適用した状態を示す概略構成図である。
【図６】図１のシステムを無停電電源装置に適用した状態を示す概略構成図である。
【図７】図６において、複数のセルごとに切離スイッチを設けた状態を示す概略構成図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、この発明を図示の実施の形態に基づいて説明する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１は、この実施の形態に係る組電池制御システム１を、１組のリチウムイオン組電池
２０を備えた直流電源システムに適用した状態を示す概略構成図である。この組電池制御
システム１は、単電池であるリチウムイオンセル（リチウムイオン二次電池）２が複数直
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列に接続されたリチウムイオン組電池２０を制御するシステムであり、主として、整流器
（充電手段）３と、各リチウムイオンセル２に設けられたバイパス回路４および切離スイ
ッチ（切離手段）５と、セルコントローラ（制御手段）６と、システムコントローラ（制
御手段）７とを備えている。また、バイパス回路４および切離スイッチ５とセルコントロ
ーラ６、セルコントローラ６とシステムコントローラ７、およびシステムコントローラ７
と整流器３とは、それぞれ通信（信号伝送）可能に接続されている。
【００２１】
　整流器３は、商用電源１００からの電力を直流に変換して組電池２０に供給することで
、組電池２０を充電する装置であり、システムコントローラ７によって出力電圧・充電電
圧が調整されるようになっている。また、整流器３には直流負荷装置１０１が接続され、
商用電源１００からの電力が整流器３で直流に変換されて直流負荷装置１０１に供給され
る。さらに、組電池２０は、組電池２０からの電流の流れのみを許容する機能を有する逆
流防止装置（図示せず）を介して接続され、これにより、組電池２０からの放電が常時可
能で、逆流防止装置を介して組電池２０から直流負荷装置１０１に電力が供給されるよう
になっている。
【００２２】
　バイパス回路４は、抵抗（負荷）とスイッチとを備えたセル電圧調整器であり、該当す
るリチウムイオンセル２の充電電圧が所定の電圧に達した場合に、セルコントローラ６に
よってスイッチがオンされ、このセル２への充電電流がバイパスされるとともに、このセ
ル２が抵抗によって放電（バイパス放電）される。これにより、このセル２の充電電圧を
下げて、電圧が低いンセル２の充電を促進するものである。
【００２３】
　切離スイッチ５は、該当するリチウムイオンセル２を組電池２０から切り離すスイッチ
であり、第１の端子５１と第２の端子５２とを備えている。そして、第１の端子５１がオ
ンされている状態では、このセル２が組電池２０に接続され、第２の端子５２がオンされ
ている状態では、このセル２が組電池２０から切り離される（バイパスされる。）。この
ような切離スイッチ５は、通常時は第１の端子５１がオンされ、セルコントローラ６によ
って後述するように制御されるようになっている。
【００２４】
　セルコントローラ６は、各セル２の充電電圧に基づいて上記のようにバイパス回路４を
制御するとともに、各リチウムイオンセル２の電圧や温度を含む電池状態を常時測定、監
視し、各セル２の電池状態に基づいて、各切離スイッチ５を制御するとともに、整流器３
の制御に必要な情報をシステムコントローラ７に送信する装置である。すなわち、電圧や
温度などを計測する計測器を備え、充電中において、いずれかのセル２の電池状態が所定
の異常状態に達した場合に、このセル２の切離スイッチ５の第２の端子５２をオン（第１
の端子５１をオフ）して、このセル２を組電池２０から切り離す。これと同時に、組電池
２０からセル２を切り離した旨およびそのセル数を含む切離情報をシステムコントローラ
７に伝送する。これを受けて、システムコントローラ７によって、後述するように整流器
３の出力電圧が調整される。
【００２５】
　このように、異常状態のセル２を組電池２０から切り離すとともに、整流器３の出力電
圧を調整することで、組電池２０に接続されているセル数に適合した出力電圧で、残りの
セル２を充電するものである。ここで、所定の異常状態には、短絡、開放、異常な電圧上
昇・下降、異常な温度上昇、異常な圧力（内圧）上昇などが含まれる。
【００２６】
　同様に、放電中において、いずれかのセル２の電池状態が所定の異常状態に達した場合
に、このセル２を組電池２０から切り離す。ここで、所定の異常状態には、上記のような
短絡や開放などに加えて、放電途中における電圧が極端に（異常に）低い（急降下する）
状態や、セル２の電圧が放電終止電圧や異常電圧（過放電電圧）に達した状態も含まれる
。なお、整流器３の出力電圧調整を行わない理由は、放電中に元来整流器３からの電力供
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給がないため、出力電圧を調整する必要がないからである。
【００２７】
　システムコントローラ７は、セルコントローラ６からの切離情報などに基づいて、整流
器３の出力電圧を調整する装置である。例えば、１セル当たりの充電電圧の最適正値（満
充電電圧）が４．１Ｖで、１２セルで組電池２０が構成されている場合において、１セル
を組電池２０から切り離した場合、次のように整流器３の出力電圧を下げるように、整流
器３に指令する。
　切り離し前の出力電圧ＶＴ０＝４．１×１２＝４９．２Ｖ
　切り離し後の出力電圧ＶＴ１＝４．１×１１＝４５．１Ｖ
このようにして、切り離されたセル２の数に応じて、整流器３の出力電圧を下げるもので
ある。従って、整流器３の出力電圧が低下された後も、各セル２では充電電圧の最適正値
による充電が継続される。
【００２８】
　次に、このような構成の組電池制御システム１の作用や、この組電池制御システム１に
よる組電池制御方法などについて説明する。
【００２９】
　まず、充電時においては、すべての切離スイッチ５の第１の端子５１がオンされ、全セ
ル２が組電池２０に接続された状態で、図２に示すような初期総電圧ＶＴ０および初期充
電電流Ｉ０で、整流器３によって充電される。ここで、初期総電圧ＶＴ０は、１２個のセ
ル２の充電電圧の最適正値に対応した値（１２×４．１＝４９．２Ｖ）である。このよう
な充電状態では、セルコントローラ６によって各セル２の電池状態がリアルタイムに監視
され、いずれかのセル２の電池状態が上記のような異常状態に達すると、上記のようにし
て、このセル２が組電池２０から切り離されるとともに、整流器３の出力電圧が調整され
る。これにより、図２に示すように、整流器３の出力電圧が切離後総電圧ＶＴ１に調整さ
れ、充電電流が切離後充電電流Ｉ１となる。ここで、切離後総電圧ＶＴ１は、１１個のセ
ル２の充電電圧の最適正値に対応した値（１１×４．１＝４５．１Ｖ）である。従って、
整流器３の出力電圧と組電池２０の総電圧とが同電圧ＶＴ１になるため、切離後充電電流
Ｉ１は、初期充電電流Ｉ０とほぼ同値に収束され、切り離し前と同等の充電電流で残りの
セル２に対する充電が継続されるものである。
【００３０】
　このように、充電中にセル２が組電池２０から切り離された場合には、切り離されたセ
ル２の数に応じて整流器３の出力電圧が調整されるため、接続されているセル２の数に応
じて組電池２０全体を適正に充電することが可能となる。
【００３１】
　一方、放電時においては、すべての切離スイッチ５の第１の端子５１がオンされ、全セ
ル２が組電池２０に接続された状態で、全セル２が放電される。このような放電状態では
、セルコントローラ６によって各セル２の電池状態がリアルタイムに監視され、いずれか
のセル２の電池状態が上記のような異常状態に達すると、上記のようにして、このセル２
が組電池２０から切り離される。例えば、いずれかのセル２の電圧が他のセル２に比較し
て極端に短時間で放電終止電圧に達すると、このセル２が組電池２０から切り離されて、
残りのセル２による放電が継続されるものである。
【００３２】
　以上のように、この組電池制御システム１および組電池制御方法によれば、いずれかの
セル２の電池状態が所定の異常状態になると、このセル２が組電池２０から切り離される
ため、異常なセル２が早期に放電終止電圧に達するために組電池２０全体の放電を終了し
なければならない、という事態を回避することができる。つまり、異常なセル２が存在す
る場合であっても、組電池２０全体の放電容量・放電時間が極端に低下することを抑制す
ることが可能となる。
【００３３】
　具体的には、放電時に異常なセル２が発見された場合に、事前にこのセル２を組電池２
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０から切り離すことで、放電時において異常なセル２が早期に放電終止電圧に達すること
による、組電池２０全体の放電終了を回避することができる。このような効果を図３に示
す。すべてのセル２が健全・正常な場合、放電時における組電池２０の総電圧は、適正総
放電カーブＴＤ１のように変化し、各セル２の電圧は、適正セル放電カーブＣＤ１～ＣＤ
３のように変化して、総電圧が放電終止電圧４３Ｖに達するまでの放電時間は、ｔ３とな
る。ここで、適正セル放電カーブＣＤ１～ＣＤ３はそれぞれ、最大値、平均値、最小値を
示す。
【００３４】
　一方、異常なセル２が存在し、組電池２０の総電圧が異常総放電カーブＴＤ２のように
変化し、異常なセル２の電圧が異常セル放電カーブＣＤ４のように変化して、時間ｔ１で
異常電圧ＶＥに達すると、従来では、この時点で組電池２０全体の放電を終了していた。
これに対してこの組電池制御システム１および組電池制御方法では、時間ｔ１においてこ
のセル２が組電池２０から切り離され、残りのセル２０による放電が継続される。すなわ
ち、組電池２０の総電圧が切離後総放電カーブＴＤ３のように変化し、時間ｔ２で放電終
止電圧４３Ｖに達するまで放電が継続される。このように、異常なセル２が存在する場合
であっても、従来の放電時間ｔ１に比べて、放電時間を時間ｔ２に延ばすことができる。
【００３５】
　ここで、例えば、組電池２０全体の放電終止電圧（直流負荷装置１０１によって規定さ
れる電圧）が４３Ｖで、１つの異常なセル２を切り離した場合、残り１１セルの１セル当
たりの放電終止電圧は、次のようになる。
　放電終止電圧＝４３Ｖ÷１１セル＝３．９Ｖ
　一方、セル２を切り離す前の１２セルの状態における１セル当たりの放電終止電圧は、
次のようになる。
　放電終止電圧＝４３Ｖ÷１２セル＝３．６Ｖ
【００３６】
　そして、１つの異常なセル２を切り離して、放電終止電圧が３．６Ｖから３．９Ｖに変
化することで、セル２・組電池２０の放電容量は、図４に示すように、例えば、１００％
から６０％に変化する。このように異常なセル２を組電池２０から切り離すことで、残り
の組電池２０の容量が減少するが、異常なセル２が存在することで組電池２０全体の放電
を早期に終了させる場合に比べて、組電池２０全体の放電容量・放電時間を大きく維持す
ることが可能となる。
【００３７】
　（実施の形態２）
　図５は、この実施の形態に係る組電池制御システム１を、３組のリチウムイオン組電池
２０を備えた直流電源システムに適用した状態を示す概略構成図である。ここで、実施の
形態１と同等の構成については、同一の符号を付することで、その説明を省略する。
【００３８】
　この実施の形態では、３組の組電池２０が並列に接続され、それぞれの組電池２０に対
して、バイパス回路４、切離スイッチ５およびセルコントローラ６が設けられ、システム
コントローラ７は各セルコントローラ６と通信可能に接続されている。そして、システム
コントローラ７では、実施の形態１の制御（整流器３の出力調整制御）に加えて、いずれ
かのセルコントローラ６から切離情報を受信した場合に、切り離されたセル２の数と同じ
数のセル２を他の組電池２０から切り離すように、他のセルコントローラ６に指令送信す
る。
【００３９】
　例えば、第Ｃの組電池２０から１つのセル２（図中符号Ｃ１）が切り離された旨の切離
情報を受信した場合、第Ａおよび第Ｂの組電池２０のセルコントローラ６に対して、１つ
のセル２を切り離すように指令を送信する。ここで、第Ａおよび第Ｂの組電池２０におい
て、どのセル２を切り離すかは、各セル２の電池状態に基づいて判定される。例えば、電
圧が最も低い、あるいは最も高いセル２を選定する。この指令を受けて、他のセルコント
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ローラ６によって、他の組電池２０からセル２（図中符号Ｃ２、Ｃ３）が切り離され、す
べての組電池２０においてセル数が同数に維持される。
【００４０】
　このように、この実施の形態によれば、例えば、第Ｃの組電池２０のあるセル２の電池
状態が異常状態になると、このセル２が第Ｃの組電池２０から切り離されるとともに、１
つのセル２が第Ａおよび第Ｂの組電池２０から切り離されて、すべての組電池２０におけ
るセル数が同数に維持される。このため、組電池２０間における電圧バランスが保たれ、
組電池２０同士で電流の流れ込みが生じることがなく、複数の組電池２０を適正に充放電
することが可能となる。
【００４１】
　以上、この発明の実施の形態について説明したが、具体的な構成は、上記の実施の形態
に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても、
この発明に含まれる。例えば、上記の実施の形態では、組電池充電システム１を直流電源
システムに適用した場合について説明したが、無停電電源装置（ＵＰＳ：Ｕｎｉｎｔｅｒ
ｒｕｐｔｉｂｌｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ）や電気自動車などにも適用することがで
きる。無停電電源装置に適用する場合、図６に示すように、整流器３で直流に変換された
電力が、交直変換器１０３で交流に変換されて交流負荷装置１０２に供給され、交直変換
器１０３に対して放電スイッチ９を介して組電池２０が接続されている。また、充電手段
としての充電器８が組電池２０に接続され、セル２の切り離しに応じて、システムコント
ローラ７によって充電器８の出力電圧を調整するものである。
【００４２】
　ここで、図６では、簡略化のために５セルしか図示していないが、実際には、数十から
百以上のセル２が接続されているため、数セルを組電池２０から切り離したとしても、組
電池２０全体の容量低下は少ない。例えば、１００セルで組電池２０が構成され、組電池
２０全体の放電終止電圧が３５０Ｖ（１セル当たりの放電終止電圧が３．５Ｖ）の場合、
１セルを組電池２０から切り離したとしても、残り９９セルの１セル当たりの放電終止電
圧は約３．５３Ｖで、放電容量は１００％近く維持される（図４参照）。同様に、５セル
を組電池２０から切り離したとしても、残り９５セルの１セル当たりの放電終止電圧は約
３．６８Ｖで、放電容量は約９５％維持され、さらに、１０セルを組電池２０から切り離
したとしても、残り９０セルの放電容量は約６０％維持されるものである（１セル当たり
の放電終止電圧は約３．９Ｖ）。
【００４３】
　また、上記の実施の形態では、各リチウムイオンセル２に切離スイッチ５を設けている
が、複数のセル２ごとに切離スイッチ５を設けてもよい。例えば、図７に示すように、上
記のように無停電電源装置に適用した場合に、３セルごとに切離スイッチ５を設けてグル
ープ化する。そして、同一グループ内のいずれかのセル２の電池状態が異常状態に達した
場合に、切離スイッチ５の第２の端子５２をオンして、このグループ内の３セルすべてを
組電池２０から切り離してもよい。
【００４４】
　このように複数のセル２ごとに切離スイッチ５を設けることで、切離スイッチ５の配設
数を少なくして、システム１の信頼性を向上させることができるとともに、システム１の
簡素化・簡易化および低コスト化が可能となる。特に、多数のセル２を備える無停電電源
装置では、その効果が大きい。
【００４５】
　さらに、上記の実施の形態では、セルコントローラ６とシステムコントローラ７とを分
けているが、１つのコントローラで上記のような制御を行うようにしてもよい。また、リ
チウムイオンセル２に限らず、鉛蓄電池など、広く二次電池一般に適用することができる
。
【符号の説明】
【００４６】
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　１　　　　組電池制御システム
　２　　　　リチウムイオンセル（リチウムイオン二次電池）
　２０　　　リチウムイオン組電池
　３　　　　整流器（充電手段）
　４　　　　バイパス回路
　５　　　　切離スイッチ（切離手段）
　６　　　　セルコントローラ（制御手段）
　７　　　　システムコントローラ（制御手段）
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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